
令和元年度第２回石巻地域普及活動検討会

日時 令和２年２月６日（木）

午後１時３０分～午後４時

場所 石巻合同庁舎３０１会議室

次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 協議・検討

（１）令和元年度プロジェクト課題の実績報告について

（２）令和２年度普及指導計画（案）について

（３）その他

４ 閉 会



令和元年度第２回石巻地域普及活動検討会開催要領

１ 趣 旨

農業・農村・食を取り巻く情勢や農政の方向等，将来を見越した多様な営農の確立が

求められている。

普及事業は東日本大震災からの復興を支援するとともに，魅力ある農業生産を確立する

ことを目的に，農業技術・経営指導等の効率的かつ効果的な活動を展開することとしてい

る。

本検討会では，普及活動の方法や内容など，望ましい普及活動のあり方を検討し，今後

の普及活動の効率化と効果的な活動方法を探る。

２ 主 催

宮城県石巻農業改良普及センター

３ 開催日時

令和２年２月６日（木） 午後１時３０分から午後４時まで

４ 開催場所

石巻合同庁舎 ３０１会議室

石巻市あゆみ野５丁目７番地 電話０２２５-９５-７６１２

５ 検討事項

（１）令和元年度プロジェクト課題の実績報告について

（２）令和２年度普及指導計画（案）について

（３）その他

６ 参集範囲

普及活動検討会委員，宮城県農林水産部農業振興課

７ 日程表

午後1時30分 開会 石巻合同庁舎３０１階議室

午後1時40分 （１）令和元年度プロジェクト課題の実績報告について

No1 被災沿岸部の大規模経営体における経営の安定化

No2 先進的園芸経営体の育成

No3 先進技術を活用したいちご産地のステップアップ

No4 拡大する復旧農地を担う大規模農業法人の経営力強化

午後2時20分 （２）令和２年度普及指導計画（案）について

イ 令和２年度普及指導基本方針（案）について

ロ 新規プロジェクト課題の計画（案）について

No.1 被災農地における土づくりの推進による生産性の向上支援

No.2 組織力強化による農業法人の経営ステップアップ

No.3 県育成品種「にこにこベリー」の生産と販売振興

No.4 地域活性化に向けた高収益作物(アスパラガス)の導入・定着

No.5 新規就農者の就農計画達成と経営安定化による自立支援

（３）その他

午後4時 閉会



宮城県農業普及活動検討委員会及び普及活動検討会設置要領

第１ 目的

「協同農業普及事業の実施に関する方針」（平成27年11月策定）第４の３（５）イに基づ

き，「普及活動検討委員会」（以下「検討委員会」という。）及び「普及活動検討会」（以下

「活動検討会」という。）の実施に関して詳細を規定する。

第２ 検討委員会及び活動検討会の開催

県段階の検討委員会及び各農業改良普及センター（以下「普及センター」という。）段階

の活動検討会を次により開催するものとする。

１ 検討委員会は，原則全県を単位とし，農林水産部長が年１回開催する。

２ 活動検討会は，普及センターが所管する地域を単位とし，年２回普及センター所長が開

催する。

第３ 委員の構成

検討委員会及び活動検討会の委員は，先進的な農業者，若手･女性農業者，市町村，農業

関係団体，生活者，学識経験者，マスコミ，民間企業等の外部有識者をもって構成する。委

員に対する依頼は，検討委員会の委員あっては農林水産部長が，活動検討会の委員にあって

は普及センター所長それぞれ行うものとする。

第４ 検討事項

１ 検討委員会においては，次の事項について検討する。

（１） 協同農業普及事業の実施方針等に関する事項

（２） 普及指導活動の体制（体制，動向，資質向上の取組）に関する事項

（３） 重点プロジェクトに関する事項

（４） 普及指導活動（計画，成果等）の総合的な評価に関する事項

（５） その他県域に及ぶ農政推進上の課題やその推進に関する事項

２ 活動検討会においては，当該地域における次の事項について検討する。

（１） プロジェクト課題の設定等普及指導計画の樹立に関する事項

（２） プロジェクト活動等普及指導活動の評価に関する事項

（３） 普及指導活動推進上の関係機関との連携に関する事項

（４） その他普及指導活動の推進に関する事項

なお，概ね３年に１度は全プロジェクト課題が外部評価の対象となるよう，計画的に評価

対象を選定するものとする。

第５ 評価

検討委員会及び活動検討会の委員は，会の終了後様式１号により評価表を作成し，検討委

員会にあっては農林水産部長に，活動検討会にあっては普及センター所長に提出するものと

する。

第６ 評価結果の活用

農林水産部長及び普及センター所長は，評価結果を農業革新支援専門員及び普及指導員の

普及指導活動や次年度の普及指導計画に反映させるものとする。



第７ 活動検討会開催計画及び実績報告

普及センター所長は，当該年度の実施計画及び前年度実績を別記様式第２号により，毎年

４月末日までに農林水産部長に報告する。

また，活動検討会実施状況について，開催後30日以内に別記様式第３号により，農林水産

部長に報告するものとする。

第８ 評価結果等の公表

評価の結果は，検討委員会においては農業振興課が，活動検討会においては各普及センタ

ーが開催の都度，速やかにホームページ等で公表するものとする。

公表に当たっては，使用した資料とともに検討委員会にあっては別記様式第４号を作成し

公表するものとし，活動検討会にあっては第７で農林水産部長に報告した別記様式第３号を

そのまま運用して公表するものとする。

第９ 会務

検討委員会の庶務にあっては農業振興課が，活動検討会にあっては普及センターがそれぞ

れ処理する。

第10 その他

この要領に定めるもののほか，検討委員会及び活動検討会の運営に必要な事項は，農林水

産部長又は普及センター所長が別に定める。

附 則

この要領は，平成10年７月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成11年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成13年８月30日から施行する。

附 則

この要領は，平成14年１月24日から施行する。

附 則

この要領は，平成17年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成19年４月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成29年４月１日から施行する。


